
特
設
人
権
相
談
所
開
設

　

い
じ
め
、虐
待
、配
偶
者
や
パ
ー

ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、
近
隣
間
の

も
め
事
な
ど
、
身
近
に
起
こ
る
人

権
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
人
権

擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
時
／
場
所

　

12
月
５
日
㈪
午
前
10
時
〜
午
後

　

３
時
／
中
央
公
民
館

　

12
月
８
日
㈭
午
前
10
時
〜
午
後

　

３
時
／
二
ツ
井
公
民
館

申
し
込
み　
事
前
に
電
話
で

問
合
せ　
法
務
局
能
代
支
局

☎
54
・
４
１
１
１

行
政
相
談
委
員
に
よ
る

相
談
所
開
設

　

行
政
に
関
す
る
困
り
事
に
つ
い

て
行
政
相
談
委
員
が
相
談
に
応
じ

ま
す
。

日
時　
12
月
８
日
㈭

　
　
　

午
前
10
時
〜
正
午

場
所　
二
ツ
井
町
庁
舎
小
会
議
室

行
政
相
談
委
員　
奈
良
ひ
め
子
さ
ん

問
合
せ　
地
域
局
総
務
企
画
課

☎
73
・
２
１
１
２

入
学
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

令
和
５
年
４
月
に
市
内
の
小
・

中
学
校
に
入
学
す
る
児
童
・
生
徒

の
保
護
者
へ
、
12
月
中
に
入
学
通

知
書
を
送
り
ま
す
。

　

特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
限

り
、
指
定
さ
れ
た
学
校
を
変
更
で

き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
学
校
教
育
課

☎
73
・５
２
８
１

危
険
物
事
故
防
止

対
策
論
文
募
集

　

応
募
方
法
な
ど
の
詳
細
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

論
文
テ
ー
マ

・
危
険
予
知
活
動
に
関
す
る
も
の

・
危
険
物
に
係
る
事
故
防
止
や
安

　

全
対
策
に
関
す
る
も
の

応
募
期
限　
１
月
31
日
㈫（
必
着
）

問
合
せ

　

危
険
物
保
安
技
術
協
会

☎
０
３
・
３
４
３
６
・
２
３
５
６

も
う
作
り
ま
し
た
か
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
問
合
せ　
市
民
保
険
課

☎
89
・
２
１
３
３

普
及
強
化
週
間
を
実
施
し
ま
す

　

市
で
は
、
12
月
４
日
㈰
〜
11

日
㈰
の
期
間
を
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
普
及
強
化
週
間
と

し
、
平
日
は
窓
口
を
延
長
す
る

ほ
か
、
土
日
も
窓
口
を
開
設
し

ま
す
。
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
（
最

大
２
万
円
分
相
当
）
の
付
与
対

象
と
な
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
申
請
期
限
は
12
月
末
ま
で
と

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
仕
事
や

学
業
な
ど
で
来
庁
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
方
も
、
こ
の
機

会
に
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時

●
12
月
４
日
㈰

　

午
前
９
時
〜
午
後
１
時

●
12
月
５
日
㈪
〜
10
日
㈯

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

●
12
月
11
日
㈰

　

午
前
９
時
〜
午
後
１
時

場
所

　

本
庁
舎

　

市
民
保
険
課
⑩
〜
⑭
番
窓
口

対
応
業
務

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申

請
・
受
け
取
り
・
暗
証
番
号

初
期
化
な
ど
の
手
続
き

●
電
子
証
明
書
の
新
規
発
行
・

更
新
・
暗
証
番
号
初
期
化
な

ど
の
手
続
き

●
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込
み

※
二
ツ
井
地
域
の
方
で
受
け
取

り
希
望
の
場
合
は
、
３
営
業

日
前
ま
で
に
必
ず
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト
の
お
知
ら
せ

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申

請
書
の
書
き
方
や
顔
写
真
撮
影

な
ど
、
申
請
に
必
要
な
手
続
き

を
無
料
で
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

事
前
予
約
は
不
要
で
、
そ
の
場

で
申
請
可
能
で
す
。

　

買
い
物
さ
れ
る
方
、
近
く
に

お
住
ま
い
の
方
は
、
ぜ
ひ
お
越

し
く
だ
さ
い
。

会
場
／
実
施
日
（
12
月
）

●
イ
オ
ン
能
代
店
／
３
日
㈯
、

４
日
㈰

●
い
と
く
二
ツ
井
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
／
10
日
㈯
、
11

日
㈰

●
い
と
く
能
代
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
／
17
日
㈯
、
18
日

㈰
時
間　
午
前
10
時
〜
午
後
５
時

対
象　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
申
請
し
た
こ
と
が
な
い
市

民
の
方

※
持
ち
物
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
二

次
元
コ
ー
ド
付
き
の
交
付
申

請
書
が
あ
る
と
手
続
き
が
さ

ら
に
簡
単
に
な
り
ま
す
。

※
15
歳
未
満
ま
た
は
成
年
被
後

見
人
の
方
は
、
必
ず
法
定
代

理
人
と
共
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。

※
申
請
か
ら
１
〜
２
カ
月
後
に

受
け
取
り
の
案
内
を
郵
送
し

ま
す
。
必
要
書
類
を
持
っ
て

市
役
所
窓
口
で
お
受
け
取
り

く
だ
さ
い
。
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あ
き
た
結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー

出
張
セ
ン
タ
ー
開
設

日
時

　
12
月
４
日
㈰
午
前
11
時
〜
午
後
４
時

場
所

　

能
代
山
本
広
域
交
流
セ
ン
タ
ー

申
し
込
み　
12
月
２
日
㈮
午
後
４

時
ま
で
に
電
話
で

問
合
せ
　
あ
き
た
結
婚
支
援
セ
ン

タ
ー
（
北
セ
ン
タ
ー
）

7
０
８
０
０
・
８
０
０
・
０
４
１
３

の
し
ろ
暮
ら
す

オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
会

　

県
外
に
お
住
ま
い
の
ご
家
族
や

友
人
な
ど
に
ぜ
ひ
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
。
事
前
登
録
す
る
こ
と
に
よ

り
受
け
ら
れ
る
支
援
も
あ
り
ま
す

の
で
、
移
住
（
Ｕ
タ
ー
ン
）
前
に

一
度
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
空
き
家

バ
ン
ク
や
結
婚
支
援
に
関
す
る
市

内
在
住
の
方
の
ご
相
談
に
も
対
応

し
て
い
ま
す
。

日
時　
12
月
11
日
㈰

　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
７
時
の

　
　
　

１
時
間
ご
と
に
開
催

申
し
込
み　
12
月
８
日
㈭
午
後
４

　

時
ま
で
に
Ｅ
メ
ー
ル
（soug

ou@
city.noshiro.lg.jp

）か
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
（@

noshiroclass

）
で

問
合
せ　

　

人
口
政
策
・
移
住
定
住
推
進
室

　

☎
89
・
２
１
６
３

荷
上
場
バ
イ
パ
ス
供
用
開
始

に
伴
う
通
行
止
め

　

11
月
27
日
㈰
午
後
３
時
に
荷
上

場
バ
イ
パ
ス
の
供
用
が
開
始
さ
れ

ま
す
。
開
通
セ
レ
モ
ニ
ー
の
た
め
、

市
道
荷
上
場
藤
里
線
が
一
時
通
行

止
め
と
な
り
ま
す
。

通
行
止
め
期
間

　

11
月
27
日
㈰
午
前
10
時
30
分
〜

　

午
後
１
時
30
分

問
合
せ

県
山
本
地
域
振
興
局

企
画·

建
設
課
☎
52
・
６
１
０
１

能代市の人口（10月末現在）
人　口　 49,548人
　男　　22,985人
　女　　26,563人
世帯数　 24,168世帯　

（－89）
（－41）
（－48）
（－32）

（
　）は
前
月
比

  
□ 本庁舎（代表☎52－2111）
　 〒016－8501 能代市上町1－3
□ 二ツ井町庁舎（代表☎73－2111）
　 〒018－3192 能代市二ツ井町字上台1－1

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は

届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す

　

固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１
日

現
在
の
状
況
で
課
税
さ
れ
ま
す
。

居
宅
や
物
置
な
ど
の
家
屋
を
全
部

ま
た
は
一
部
取
り
壊
し
た
と
き
は
、

忘
れ
ず
に
家
屋
滅
失
届
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
登
記
さ
れ

て
い
る
家
屋
に
つ
い
て
は
、
併
せ

て
法
務
局
に
て
滅
失
登
記
の
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
税
務
課☎

89
・
２
１
２
７

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

　暖房器具による火災の多くが「誤使用・不注意」
によるものです。また、火災により被害に遭う高
齢者が多く、住宅火災で亡くなる方の約75％が65
歳以上です。暖房器具からの火災を防ぐため次の
点に注意しましょう。
●暖房器具を使用する際は…
・外出や就寝前には必ず消す
・暖房器具の上に洗濯物を干さない
・燃えやすい物やスプレー缶は近くに置かない
●給油する際は…
・暖房器具の火は必ず消す
・灯油カートリッジのふたを確実に閉める
・燃料（灯油）をガソリンと間違わない
問合せ　能代市消費生活センター☎89-2939
　　　　能代山本広域消防本部　☎52-3311

募集住宅　３ＤＫ…１戸　所在地　字寿域長根41-3
申し込み　12月１日㈭～９日㈮に問合せ先へ
抽選　12月12日㈪午前11時～
問合せ　県北秋田地域振興局建築課
　　　　☎0186-63-2531
※詳細は県ホームページを確認するか、
　お問い合わせください。

消費一口メモ 161
暖房器具からの火災に注意！

県営芝童森住宅入居者募集

10月分市長交際費　　総務課☎89－2112

区　分 項　目 件数 金　額

会　合
会　費 ５ 25,500円

寸　志 1 5,000円

計 ６ 30,500円

藤
琴
川

除雪ステーション

藤里町

能代市

道の駅ふたつい
JR奥羽本線

至 大館至 秋田

317

200

7

荷 上 場
バイパス

通行止め
11月27日㈰
10：30～13：30
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